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点数

労働時間 5点 20点 30点 40点 55点 65点 80点 90点

生産活動 ⁻20点 ⁻10点 20点 40点 50点 60点 合計

多様な働き方 0点 5点 15点

支援力向上 0点 5点 15点

地域連携活動 0点 10点 点

経営改善計画 0点 ⁻50点

0点 10点

150
／２００点

利用者の知
識・能力向上

⑦有給休暇の時間単位取得又は計画的付与制度

　　　　　就業規則等で定めている

⑧傷病休暇等の取得に関する事項

　　　　　就業規則等で定めている

小計（注1）

項目

（Ⅶ）利用者の知識・能力向上

　　　　　就業規則等で定めている 前年度において、就労継続支援Ａ型事業所等が利用者の知識及び能
力の向上に向けた支援を行い、当該支援の具体的な内容を記載した
報告書を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表し
ている。

○ 10

　　　　　就業規則等で定めている

（Ⅲ）多様な働き方（※）
地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公庁等
での生産活動等地域社会と連携した活動を行い、その結果をイン
ターネット等により公表している

○ 10①免許・資格取得、検定の受検勧奨に関する制度

15

　　　　　就業規則等で定めている

②利用者を職員として登用する制度

　　　　　就業規則等で定めている （Ⅵ）経営改善計画

経営改善計画の提出を求められていない。または、経営改善計画の
提出を求められているが、指定された期日までに提出している。

○ 0　　　　　就業規則等で定めている

④フレックスタイム制に係る労働条件

　　　　　就業規則等で定めている

⑥過去３年の生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に
支払う賃金の総額未満

　
小計（注2）

①60点 ②50点 ③40点 ④20点 ⑤－10点 ⑥－20点 （Ⅴ）地域連携活動

④過去３年の生産活動収支のうち前々年度における生産活動
収支のみが前々年度に利用者に支払う賃金の総額以上 ⑧国際標準化規格が定めた規格等の認証等

⑤過去３年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年
度における生産活動収支がいずれも当該各年度に利用者に支
払う賃金の総額未満

　　　都道府県知事が適当と認める国際標準化規格が定めた
　　　規格その他これに準ずるものの認証を受けている

（Ⅱ）生産活動 　　　人事評価結果に基づき定期に昇給を判定する
　　　制度を設け、全ての職員に周知している

○
①過去３年の生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に
支払う賃金の総額以上

○

60

⑥ピアサポーターの配置

②過去３年の生産活動収支のうち前年度及び前々年度の各年
度における生産活動収支がそれぞれ当該各年度に利用者に支
払う賃金の総額以上

　　　ピアサポーターを職員として配置している

③過去３年の生産活動収支のうち前年度における生産活動収
支のみが前年度に利用者に支払う賃金の総額以上

　
⑦第三者評価

　　　過去３年以内の福祉サービス第三者評価を
　　　受審しており、結果を公表している。

⑦1日の平均労働時間が２時間以上３時間未満 ④販路拡大の商談会等への参加

⑧1日の平均労働時間が２時間未満 　　　１回以上の場合

①90点 ②80点 ③65点 ④55 点 ⑤40点 ⑥30点 ⑦20点 ⑧5点 ⑤職員の人事評価制度

（Ⅰ）労働時間 （Ⅳ）　支援力向上（※）

①1日の平均労働時間が７時間以上

40

①研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会

15

②1日の平均労働時間が６時間以上７時間未満 　　　参加した職員が１人以上参加している

③1日の平均労働時間が５時間以上６時間未満 ②研修、学会等又は学会誌等において発表

④1日の平均労働時間が４時間30分以上５時間未満 　　　１回以上の場合

⑤1日の平均労働時間が４時間以上４時間30分未満 ③視察・実習の実施又は受け入れ

⑥1日の平均労働時間が３時間以上４時間未満 　　　 いずれか一方のみの取組を行っている

住　所 埼玉県草加市中根1-2-14　中根柴川ビル2階 管理者名 棚𣘺　由紀

電話番号 048-959-9365 対象年度 令和6年度

令和7

就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表（全体）

事業所名 アルト 事業所番号 1111800593



前年度（令和6年度）

時間 人 時間

　 会計期間（　4　月～　3　月）

前々々年度（令和4年度）

円 円 円

前々年度（令和5年度）

円 円 円

前年度　（令和6年度）

円 円 円

前年度（令和6年度）における取組（全体表「（Ⅲ）多様な働き方」の各項目において「就業規則等で定めている」と選択した場合に記載）

◎免許・資格取得、検定の受検勧奨 ◎利用者を職員として登用する制度を 在宅勤務に係る労働条件及び服務規律

に関する制度を定めている 定めている に関する制度を定めている

◎フレックスタイム制に係る労働条件を ◎短時間勤務に係る労働条件を ◎時差出勤制度に係る労働条件を
定めている 定めている 定めている

◎有給休暇の時間単位取得または、計画的付与制度 ◎傷病休暇等の取得に関する事項を

を定めている 定めている

前年度（令和6年度）における取組（全体表「（Ⅳ）支援力向上」の各項目に取組あり選択とした場合に記載）

◎研修計画を策定している ◎研修、学会等又は学会誌等において ◎先進的事業者の視察・実習の実施している

◎外部研修、もしくは内部研修を 　１回以上発表している もしくは、他の事業所の視察・実習を受け入れている

１回以上実施している。 ※研修、学会等名 ※先進的事業者名
　  実施日 10 月 11 日  実施日/ 参加者数 4 月 17 日 1 人

※研修名 ※学会誌等名 ※他の事業所名

  研修講師  掲載日 月 日  実施日/ 参加者数 月 日 人

  実施日・受講者数 4 月 2 日 ～ 12 人  発表テーマ

◎販路拡大の商談会や展示会等へ１回以上 ◎職員の人事評価制度を整備している ◎ピアサポーターを配置している

参加している。 　 　 ◎当該人事評価制度を周知している ◎当該ピアサポーターは「障害者ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ研修」

※商談会等名 年 3 月 1 日 　を受講している

 主催者名 人事評価制度の対象職員数 11 名 ※配置期間　　月　日～　月　日
 日時 9 月 18 日 うち昇給・昇格を行った者 名  就業時間

 内容　販路拡大のための名刺交換会、交流会 当該人事評価制度の周知方法  職務内容

◎前年度末日から過去３年以内に ◎ＩＳＯが制定したマネジメント

　福祉サービス第三者評価を受けている 　規格等の認証等を受けている

※評価を受けた日 月 日 　 ※認証を受けた日 月 日 　

 第三者評価機関  規格等の内容

◎指定権者である都道府県（指定都市・中核市）へ、

　経営改善計画書へ提出した。

※受理日 年 月 日 　

各項目について適宜、実績がわかる情報を追加すること。

別紙51－3

就労継続支援Ａ型事業所におけるスコア表（実績Ⅰ～Ⅳ、Ⅵ）

（Ⅰ）労働時間

雇用契約を締結していた全ての
利用者における延べ労働時間

58,952.00
雇用契約を締結していた延
べ利用者数

13,455
利用者の１日の平
均労働時間数

4.38

（Ⅱ）生産活動

生産活動収入から経費
を除いた額

59,653,720
利用者に支払った賃金
総額

56,474,064 収支 3,179,656

1,888,649

生産活動収入から経費
を除いた額

70,023,983
利用者に支払った賃金
総額

63,110,205 収支 6,913,778

生産活動収入から経費
を除いた額

77,129,817
利用者に支払った賃金
総額

75,241,168 収支

（Ⅲ）多様な働き方

①免許・資格取得、検定の受検勧奨に関する制度 ②利用者を職員として登用する制度 ③在宅勤務に係る労働条件及び服務規律

④フレックスタイム制に係る労働条件 ⑤短時間勤務に係る労働条件 ⑥時差出勤制度に係る労働条件

山内 哲也（社会福祉法人武蔵野会リアン文京 施設長）

⑦有給休暇の時間単位取得又は計画的付与制度 ⑧傷病休暇等の取得に関する事項

（Ⅳ）　支援力向上

①研修計画に基づいた外部研修会又は内部研修会 ②研修、学会等又は学会誌等において発表 ③視察・実習の実施又は受け入れ

実践報告会

「 障がい者支援の基礎 “支援者の虐待を防ぐ” 」 あだち就労支援センター(ジョブサポートあだち)

平均利用者UPへの取り組み

④販路拡大の商談会等への参加 ⑤職員の人事評価制度 ⑥ピアサポーターの配置

Turning Point 女性限定ビジネス交流会人事評価制度の制定日 令和3

※経営改善計画の提出を求められていない。

合同会社 PR55

人事評価実施の案内を全事業所に掲示。同案内を全社メールにて通知。

⑦第三者評価 ⑧国際標準化規格が定めた規格等の認証等

（Ⅵ）　経営改善計画



棚橋　由紀

対象年度 令和6年度

就労継続支援A型事業所における地域連携活動実施状況報告書

事業所名 アルト 事業所番号 1111800593

住所 埼玉県草加市中根1-2-14　中根柴川ビル2階

電話番号 048-959-9365

管理者名

地域連携活動の概要

〈 活動内容 〉

〈 目的 〉

〈 活動の様子 〉

ここに「活動の様子」の写真を貼付

実施日程：

株式会社武蔵野　朝霞工場

月～日曜日（週５日～７日）

実施した生産活動・施設外就労の概要：

活動場所：

ライン作業を行っています。

〈 成果 〉

令 和 6 年 4 月 17 日

食品工場でも計量、調理

食品工場内でのライン作業（総菜等を生産）

2022年3月２４日から　７名~14名

施設外就労から一般就労への推進及び障がいへの理

解

施設外就労を通じた、地域企業での障がい者定着、

継続の取り組み

一般就労への意欲

利用者の働く意欲の向上

利用者の一般就労への関心が高まり、作業能力の向

上に繋がった

事業所から距離があるため一般就労が困難

ここに「成果物」の写真を貼付

コンビニエンスストアのお弁当やお惣菜などを盛り付

ける作業を行っています。

実際に売っているものの製造に携わることができ、と

てもやりがいのある作業です。



西村博史 様

連携先の企業等の意見または評価

遠方ながら遅刻などもなく、大きなトラブルもなく対応していただき、助かっております。利用者さんの特

性も多岐にわたりながら、スタッフの方のご尽力で、混乱もなく来ております。事故に注意して今まで通り

ご対応お願いします。

連携先企業名 株式会社武蔵野　朝霞工場 担当者名



〈 成果 〉

令 和 6 年 8 月 17 日

食品工場内に於ける知識・マナー・ルールの説明

実施前の比較

20名

食品工場で作業をするにあたり、衛生面や工場内で

のルールを守り、利用者ひとりひとりに対し一般就

労に必要な知識・能力の向上に繋がること。

・マナーやルールの理解

・食品工場での評価向上

・自主性の向上

・実施後の評価

・振り返りの実施

画像

食品工場内に於ける注意事項

入室マナー、ルールの説明

ユニフォーム着用の注意事項

いつも作業を行っている工場内でのルールや身だしな

みについて理解を深め、確認することができた。

アルト事業所内

2024年8月17日

実施した取り組みの概要：

活動場所：

研修会の様子

就労継続支援Ａ型事業所における利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書

事業所名 アルト 事業所番号 1111800593

棚橋由紀

対象年度 令和6年度

住所 埼玉県草加市中根1-2-14　中根柴川ビル2階

電話番号 048-959-9365

管理者名

利用者の知識・能力向上に係る実施概要

〈 活動内容 〉

〈 目的 〉

〈 活動の様子 〉

実施日程：



西村 様

連携先の企業や事業所等の意見または評価

ルールを守り取り組んでいただき、会社としても助かっています。

分からない事もスタッフを通して確認しているので対応しやすい。

コロナなどの感染対策もスタッフが対応してくれています。

現場にも馴染んで作業して下さっています。

連携先企業名 株式会社武蔵野（朝霞工場） 担当者名

利用者からの意見・評価

作業場では清潔感のあるルールに従って作業すること。

手洗い、マスクの着用、白衣はもちろん身だしなみをきちんとすることが大切だと思った。


